
「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和５年６月分） 

 

見出し 0506-1 町内会の係や当番 

ご意見 自分の住む地域は、独居が多く町内会の役割や当番、広報の配布な

ど対応することが困難になっている。町内会のシステムをもとから考

えなおさなければならないと感じている。 

回答 町内会等の自治組織につきましては、地域住民の生活環境の整備や

地域活性化に寄与されており、市と連携した地域づくり活動を行っ

ていくパートナーとして、日頃からその重要性を認識しています。 

しかしながら、ご指摘の通り高齢化や独居世帯の増加により町内

会の運営は困難を来しており、地域の事情もそれぞれ異なることか

ら、一律な対応は難しく、それぞれの地域ごとに考えていかなけれ

ばならない課題であると思っています。 

一方で、市の行政課題は多様化しており、市として対応できるこ

とにも限界があることから、町内会を含めた地域活動への支援につ

きましても、全ての地域へのきめ細やかな対応や町内会事務に関す

る直接的な対応が困難な状況となっております。 

そこで、現在、市におきましては地域の課題を地域の皆さんで考

え、その解決に地域が一体となって取り組んでいく仕組みづくりを

進めています。地域の課題と地域の未来を地域の皆さんが他人事と

せずに考えていけるように市としても支援してまいります。 

また、広報の配布につきましては、チラシ等の配布部数を減らす

などの情報集約により負担軽減を図るほか、広報委員などから意見

を伺いながら、情報発信の在り方について検討してまいります。 

なお、市の「地域包括支援センター」では、高齢者のみなさんの身

近な相談窓口を開設しています。介護・福祉・健康・医療などさまざ

まな面から総合的に支援いたしますので、お気軽に相談ください。 

担当課 地域づくり振興課  電話：0194-52-2116 
 

  



「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和５年６月分） 

 

見出し 0506-2 道の駅いわて北三陸の活用 

ご意見 昔の生活を思い出す食事作りや試食など、地域の人が心豊かな暮ら

しができるような行事を、道の駅北三陸で実行してほしい。 

回答 道の駅「いわて北三陸」は、三陸沿岸道路の全線開通に伴う経済効果を

久慈地域に波及させる施設として、三陸沿岸道路の利用者等が立ち寄

り、久慈広域４市町村の魅力に触れ、道の駅からさらに、観光施設や地

域資源に足を運んでいただくことや、地域住民が日常の買い物や憩い

の場としてご利用頂くことを目的として設置しております。 

施設にはテナント事業者が利用する物販施設、飲食施設、加工施設

等を整備しておりますが、一般の利用者が調理実習を行うような設備

は備えていないところです。 

 ご提言を頂いた行事につきまして、道の駅での開催は予定していな

いところですが、保健所の許可を取った施設等で地域の伝統食を製造

し、道の駅で販売することは、伝承活動の一つとして、実現が可能なも

のと考えております。 

 なお、多目的ホールにつきましては、講座や会議などにご利用いた

だける施設となっておりますので、地域の文化を伝承するような研修

会などを企画頂いた際には、ぜひご活用ください。 

おかげさまで、４月19日の開業以来、多くの方々からご利用いた

だいております。この賑わいが継続し、また、地域の皆様からも繰り

返しご利用いただけるよう、施設の運営について指定管理者を中心

に、よりよい道の駅を目指して参ります。 

担当課 広域道の駅整備推進室  電話：0194-52-2111（内線 246） 
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見出し 0506-3 商業施設の誘致  

ご意見 市内に商業店舗や娯楽施設が少なく不便を感じるため、大型商業施

設の誘致によって若者が魅力を感じるまちづくりを行い、久慈市を発

展させてほしい。 

回答  大型商業施設が立地することによって利便性が向上することは、住

民にとってとても有益なことであり、ご提言のとおり若者が久慈市に

住みたいと思う動機づけとしても大きな効果があるものと考えます。 

  久慈市の商業振興といたしましては、市街地商店街の魅力向上にむ

けて、新規に起業する方への創業支援や、空き店舗を活用する方への

補助を行うなど、若い世代のチャレンジを促進する取り組みのほか、

商店会が開催するイベントなどを支援して振興に努めております。 

  大型商業施設の誘致は、市内で商業を営む方や、これから起業する

方にとどまらず、市政全体に非常に大きな影響を与えるものであるた

め、誘致を最善の施策とするために多角的な検証を積み重ねていく必

要がありますほか、最終的な立地の判断は民間事業者それぞれの経営

判断であり、行政が直接的に関わることが難しい部分でもあります。 

このことから、ご提言に沿った誘致を早々に行うことはかないませ

んが、市政の発展にむけて、今後も皆さまのご意見を頂戴しながら検

討してまいります 

担当課 商工観光課  電話：0194-52-2123 
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見出し 0506-4 バスケットゴールの設置  

ご意見 外にバスケットコートとリングを２，３カ所つくってほしい 

回答 公園等のバスケットゴールをすぐに設置することはできませんが、

市民体育館などバスケットゴールができる屋内施設がありますので、

練習に使っていただきたいと考えています。 

なお、市内には小学生のバスケットボールのスポーツ少年団もあり

ますことから、興味をお持ちでしたらご紹介することができますので

ご連絡ください。 

また、今年度、プロバスケットボール選手との交流事業を計画して

いますので、プロバスケットボール選手になる夢の実現に向けて是非

参加していただきたいと思います。 

担当課 生涯学習課  電話：0194-52-2156 
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見出し 0506-5  体育館前のテニスコート 

ご意見 体育館前のテニスコートは、毎年被災し復旧工事をしているように

感じ、無駄使いに思う。別の場所はないものか。 

回答 体育館前の久慈川河川公園のテニスコートは、競技力の向上のみな

らず、健康増進や体力づくり、レクリエーションの場として幅広い年

齢層の方々から利用されるとともに、住民の交流の場としても必要な

施設であると認識していることから、被災の都度、国の補助事業など

を活用し、復旧工事に努めているところであります。 

なお、別の場所へのテニスコートの整備につきましては、学校や体

育施設など、他の公共施設の整備と併せて段階的に進めてまいりたい

ことから、新たなテニスコートが設置されるまでの間は、引き続き久

慈川河川公園のテニスコートを活用し住民の健康増進等に取り組んで

まいりたいと考えております 

担当課 道路河川維持課  電話：0194-52-2151 
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見出し 0506-6  室内公園の整備 

ご意見 室内の公園のイメージで、子どもが遊べるものがいくつかあり、親

は休憩しながら子ども達を見守ることができる施設を整備してほし

い。 

回答 雨の日も子どもたちが体を思い切り動かせる室内施設の整備につい

ては、以前から多くの皆様からご希望をいただいており、市といたし

ましても、その実現に取り組んできたところです。 

 夏井町鳥谷地区に新設した道の駅いわて北三陸において、一部実現

されたところではありますが、ご提言のとおり、遊具の数や広さ、保護

者の休憩スペース等を考慮すると、室内の公園のような施設とまでは

至っていない状況にあります。 

 子どもや子育て世代がより豊かな生活を送れるよう、ご提言いただ

いたような施設の整備に引き続き取り組んでまいります。 

なお、市内には子育て支援センターやつどいの広場など、雨の日も

室内で親子で楽しめる施設がありますので、そちらもぜひご利用くだ

さい。 

担当課 子育て世代包括支援センター  電話：0194-52-2169 
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見出し 0506-7 ドックランの設置 

ご意見 犬の大きさに合わせたドックランを設置してはどうか。避難時にド

ックランスペースがあれば安心である。防災公園ではいろいろな犬が

きてボール遊びをしている。 

回答 ご意見をいただきました市内へのドックランの設置についてであり

ますが、現在、市内の公園等にドックランを設置する計画は持ち合わ

せておりません。 

しかし、ドックランについては、犬の飼い主とその他の利用者との

軋轢の軽減、犬の飼い主のマナー向上やコミュニティの場の形成など

の効果が期待される施設であると捉えておりますことから、関係機関

と情報共有をしながらその必要性について検討してまいります。 

なお、総合防災公園につきましては、災害時に「一時避難場所」や

「自衛隊やボランティア団体などの救援活動拠点」として活用するこ

とを想定し整備した公園となっており、ドックランの設置に必要とな

る柵などの設備が住民の避難や救援活動に支障をきたす恐れがあると

判断されるため、現状では総合防災公園にドックランを設置する予定

はございません。 

 

担当課 道路河川維持課  電話：0194-52-2151 
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見出し 0506-8 広報の配布 

ご意見 広報の配布を月１回にしてほしい 

回答 現在、久慈市の広報は、事業のタイミングに合わせたお知らせや旬

な話題を提供できるよう、現在月２回発行しております。 

しかしながら提言いただきました通り、チラシなどの配布物も多く

あることから、負担軽減のため広報への情報集約化に向け進めている

ところでございます。 

今後、広報委員から意見を伺い情報発信のあり方について、どのよ

うな仕組みが良いか研究を進めて参りたいと思いますので、ご理解と

ご協力をお願いします 

担当課 地域づくり振興課  電話：0194-52-2116 
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見出し 0506-9 秋まつりの日程 

ご意見 今年の久慈秋まつりは平常の日程で開催するか教えてほしい。 

回答 令和５年度は通常とおり、久慈秋まつりを開催します。 

日程は次のとおりです。 

９月 14日㈭前夜祭 

９月 15日㈮お通り 

９月 16日㈯中日 

９月 17日㈰お還り 

ぜひ会場にお越しになり、絢爛豪華な山車や華やかな郷土芸能パレ

ードをご覧いただければと思います 

担当課 商工観光課  電話：0194-52-2123 
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見出し 0506-10 猫の糞被害 

ご意見 猫の糞尿被害にあっている。近所で餌を与えている人がおり、不妊

もしていないので増える一方である。 

回答 猫からの糞尿被害についてでありますが、猫は愛護動物として「動

物の愛護及び管理に関する法律」によって守られており、行政では捕

獲することができません。そのため、市では繁殖や近隣への被害を未

然防止するべく、野良猫へ安易に餌を与えないことや適正飼育につい

て、これまでも市広報等で呼び掛けているところであります。 

また、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく飼育者への指導

等については、久慈保健所が所管しており、市としては久慈保健所か

らの協力要請に基づいて情報提供等の協力をしております。 

このことから、本件につきましても、市職員による現場確認や情報

収集を実施し、確認した情報を久慈保健所へ提供したところであり、

久慈保健所からは「適切に対応する」旨の回答をいただいたところで

あります。 

今後におきましては、引き続き久慈保健所へ協力していくとともに、

市といたしましても、適正飼育について市広報等での周知啓発に努め

てまいります 

担当課 生活環境課  電話：0194-54-8003 

 


